
7. 研究所関係資料 

 

1. 設立の経緯 

 
  東京文化財研究所は、平成13年4月1日に東京国立文化財研究所が独立行政法人化され独立行政法人文化財研究所東

京文化財研究所となった。その前身である東京国立文化財研究所は、昭和27年4月1日に発足し、その母体となったも

のは、昭和5年に創設された政府機関の帝国美術院附属美術研究所である。 
  この美術研究所は、大正13年７月、帝国美術院長子爵故黒田清輝の遺言により美術奨励事業のために寄附出損した

資金で遺言執行人が選択決定した事業である。すなわち遺言執行人代表伯爵樺山愛輔は、故子爵の遺志にしたがって

この資金で行うべき事業の選択を伯爵牧野伸顕に一任した。牧野伯爵は帝国美術院長福原鐐二郎及び東京美術学校長

正木直彦とはかって諸方面の意見を徴し、またわが国美術研究の必要に照らして次の事業を行うこととした。 

（1）美術に関する基礎的調査研究機関として美術研究所を設けること。 
（2）黒田子爵の作品を陳列して同子爵の功績を記念すること。 
（3）前二項の目的を達するために適当な建物を造営すること。 
（4）事業成立の上は一切これを政府に寄附すること。 

 

 

2. 年代別重要事項 

 

期   日 事   項 

昭和元年12月 前期の事業を遂行するため委員会が組織され、東京美術学校長正木直彦が委員長に就任し、

美術研究所事業については東京美術学校教授八代幸雄、黒田子爵作品陳列については東京美

術学校教授久米桂一郎・同岡田三郎助・同和田英作・同藤島武二及び大給近清、建物造営に

ついては東京美術学校教授岡田信一郎、会計事務については遺言執行人打田伝吉を各委員と

して事務を分掌進行させた。 

昭和 2年 2月 美術研究所準備事業を開始した。 

同年10月 東京市上野公園内に鉄筋コンクリート造、半地階2階建、延面積1,192m2の建物1棟を起工

した（本館）。 

昭和 3年 9月 前記の建物が竣工したので、黒田記念館と名付け、美術研究所開設のため必要な備品・図書・

写真等の研究資料を設備し、また館内に黒田子爵記念室を設け、黒田清輝の作品を陳列した。

昭和 4年 5月 遺言執行人代表者樺山愛輔は、建物・設備・研究資料等一切の外に金15万円をそえて帝国

美術院長に寄附を願い出た。 

昭和 5年 6月28日 勅令第125号により帝国美術院に附属美術研究所が置かれ、東京美術学校長正木直彦が同研

究所の主事に補せられた。 

同年10月17日 美術研究所開所式を挙行した。 

昭和 7年 1月 美術研究所の研究成果発表機関誌として、定期刊行物『美術研究』を創刊した。 

同年  4月18日 株式会社朝日新聞社より明治大正美術史編纂費として本年から向う5か年間毎年5千円、合

計2万5千円を帝国美術院に寄附したいとの申出があった。 

同年  5月26日 帝国美術院はこの申出を受理した。 

明治大正美術史編纂委員会規程を設け、美術研究所は明治大正美術史の編纂に関する事務を

行うことになった。 

昭和 9年10月18日 毎年10月18日を開所記念日と定めた。 
昭和10年 1月28日 鉄筋コンクリート造、2階建、延面積129m2の書庫が竣工した。 
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期   日 事   項 

昭和10年4月 『日本美術年鑑』の編纂事務を開始した。 
同年 6月 1日 勅令第148号により美術研究所官制が公布された。 

研究資料閲覧規定を制定し、閲覧事務を開始した。 
昭和12年 6月24日 勅令第281号により美術研究所官制中改正の件が公布され、従来、帝国美術院に附置されて

いたのを文部大臣の直轄に改められた。 
同年11月29日 美術研究所長職務規程、美術研究所事務分掌規程が制定された。 

昭和13年 2月12日 木造、平屋建、延面積97m2の写真室1棟が竣工した。 
昭和19年 8月10日 黒田清輝の作品、並びに写真原版を東京都西多摩郡小宮村谷間家倉庫に疎開した。 
昭和20年 5月28日 美術研究所の図書・諸資料全部を山形県酒田市本町1丁目本間家倉庫3棟に疎開した。 

同年7～8月 酒田市本間家倉庫に疎開した図書資料を爆撃の危険を避けるため、さらに酒田市外牧曽根村

松沢世喜雄家倉庫・観音寺村村上家倉庫・大沢村後藤作之丞家倉庫にそれぞれ分散疎開した。 
昭和21年 3月29日 酒田市疎開中の図書・諸資料等の東京向け発送を終了した。 
昭和21年 4月4日 酒田市疎開中の図書・諸資料等が東京に到着し、引揚げを完了した。 

同年 4月16日 東京都西多摩郡に疎開中の黒田清輝作品並びに写真原版の引揚げを完了した。 
昭和22年 5月 1日 美術研究所官制が廃止され、国立博物館官制が制定された。美術研究所は同館の附属美術研

究所となった。 
国立博物館に保存修理課発足。同課内に保存技術研究室を置いた（保存科学部の前身）。昭

和23年度より専任の職員を配置し、研究を開始した。研究室は国立博物館本館地下の修理

室の一室（66m2）に設けた。 
昭和25年 8月29日 文化財保護法の制定にともない、美術研究所は文化財保護委員会の附属機関となった。 

同年 8月29日 文化財保護委員会事務局設置にともない、保存科学研究室は国立博物館保存修理課から文化

財保護委員会事務局保存部建造物課に所属換えとなった。 
昭和26年 1月31日 美術研究所組織規程が定められ、第一研究部・第二研究部・資料部・庶務室が置かれた。 
昭和27年 4月 1日 文化財保護法の一部が改正、東京文化財研究所組織規程が定められ、美術部・芸能部・保存

科学部・庶務室の3部1室が置かれ、美術研究所組織規程が廃止された。 
また文化財保護委員会事務局保存部建造物課保存科学研究室も廃止された。 

同年 7月 1日 芸能部研究室として東京芸術大学音楽学部邦楽科教室2室を同大学から借用し、研究を開始

した。 
昭和28年 4月26日 保存科学部研究室として、東京国立博物館構内の倉庫132m2を改造のうえ移転した。 
昭和29年 7月 1日 東京文化財研究所組織規程の一部が改正され、東京国立文化財研究所となった。 
昭和32年 3月22日 東京国立博物館構内に木造、外部鉄網モルタル塗、平屋建、8m2の保存科学部の薬品庫が竣

工した。 
同年11月30日 従来の2階建書庫の上にさらに1階を増築3階建とし、増築分延面積71m2が竣工した。 

昭和34年 4月30日 東京国立文化財研究所研究受託規程が定められ、この年度から受託研究が開始された。 
昭和36年 9月16日 東京国立文化財研究所組織規程の一部が改正され、従来の庶務室は庶務課となった。 
昭和37年 3月31日 東京国立博物館内に保存科学部庁舎（保存科学部実験室）として、鉄筋コンクリート造、2

階建、延面積663m2の建物1棟が竣工した。 
同年 7月 1日 東京国立文化財研究所組織規程の一部が改正され、新たに保存科学部に修理技術研究室が置

かれた。 
同年 7月20日 芸能部研究室は、保存科学部庁舎の竣工にともない、旧保存科学部庁舎に移転した。 

昭和43年 6月15日 文部省設置法の一部が改正され、本研究所は文化庁附属機関となった。 
昭和44年 8月23日 保存科学部庁舎に隣接して新営される別館庁舎（延1,950.41m2）の起工式が行われた。 
昭和45年 3月25日 前記の別館が竣工したので、同年5月26日竣工式が行われた。 
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期   日 事   項 

同年 5月8日 保存科学部は別館の地階～2階に実験用機械類の移転据付を完了した。 
同年 6月29日 保存科学部庁舎の1階の模様替工事に着手し、同年10月15日工事が完了した。 

昭和45年11月2日 所長及び庶務課は、本館から保存科学部庁舎の1階に移転した（本館は、美術部庁舎となる）。

これにより研究所の所在地表示は「12番53号」から「13番27号」に変更された。 

昭和46年 4月 1日 保存科学部庁舎及び別館の敷地2,658m2を東京国立博物館から所管換された。 
昭和48年 4月12日 文部省設置法施行規則の一部が改正され、新たに修復技術部が設けられ4部1課となり、修

復技術部に第一修復技術研究室及び第二修復技術研究室が置かれ、保存科学部修理技術研究

室は廃止された。 
昭和52年 4月18日 文部省設置法施行規則の一部が改正され、情報資料部の新設により5部1課となり、情報資

料部に文献資料研究室及び写真資料研究室が置かれ、美術部資料室は廃止された。 
昭和53年 3月20日 本館構内の写場等（木造、平屋建、延面積144m2）を取りこわし、情報資料部研究棟として、

鉄筋コンクリート造、地下1階、地上3階、延面積569.95m2の建物が竣工した。 
昭和53年 4月 5日 文部省設置法施行規則の一部が改正され、新たに修復技術部に第三修復技術研究室が置かれ

た。 
昭和59年 6月28日 文部省組織令が改正され、本研究所は文化庁施設等機関となった。 
平成 2年10月 1日 文部省設置法施行規則の一部が改正されて、新たにアジア文化財保存研究室が置かれ、5部

1室1課となった。 
平成 5年 4月 1日 文部省設置法施行規則の一部が改正されて、アジア文化財保存研究室は、国際文化財保存修

復協力室となった。 
平成 7年 4月 1日 文部省設置法施行規則の一部が改正されて、国際文化財保存修復協力室が廃止され、新たに

国際文化財保存修復協力センターが設置された。同センターには、企画室及び環境解析研究

指導室が置かれ、1センター5部1課となった。 
平成 7年 4月 1日 東京芸術大学と「東京芸術大学大学院美術研究科文化財保存学専攻の教育研究に対する連

携・協力に関する協定書」が交わされ、連携併任分野として独立専攻大学院文化財保存学専

攻（システム保存学）が設置された。 
平成 9年10月 1日 文部省設置法施行規則の一部が改正されて、国際文化財保存修復協力センターに保存計画研

究指導室が置かれた。 
平成12年 2月 4日 新営庁舎として、鉄筋コンクリート造、地上4階地下1階、延面積10,557.99m2（建築面積

2,258.48m2）が竣工した。 
平成12年 2月21日 新営庁舎の竣工にともない、別館（庶務課・芸能部・保存科学部・修復技術部・国際文化財

保存修復協力センター）部分の移転が開始された。 
平成12年 3月 6日 新営庁舎の竣工にともない、本館（美術部・情報資料部）の移転が開始された。 
平成12年 3月22日 建設省関東地方建設局営繕部より、新営庁舎の外構工事、植栽等の引き渡しを受け、新営庁

舎関係の工事が完了した。 
平成12年 5月11日 新営庁舎の竣工を記念し、開所記念式典を挙行した。 

この式典の挙行に際し、毎年５月11日を開所記念日と定めた。 
平成13年 3月29日 黒田記念館改修工事が竣工し、展示スペースが黒田記念室及び展示室の2室になった。 
平成13年  4月  1日 
 
 
 
 
平成15年  9月  19日 

東京国立文化財研究所は、奈良国立文化財研究所と統合され、独立行政法人文化財研究所東

京文化財研究所となった。 
この独立行政法人化に伴い、東京文化財研究所は、管理部、協力調整官、美術部、芸能部、

保存科学部、修復技術部、国際文化財保存修復協力センターの１センター5部１調整官とな

った。 
黒田記念館にエレベーターを設置し、門扉、外構の改修工事を行った。 
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3. 歴代所長（昭和5年～平成15年度） 

 

役  職 氏  名 期  間 

主事 正 木 直 彦 昭和 5. 6.28～昭和 6.11.24 

主事 矢 代 幸 雄 昭和 6.11.25～昭和10. 5.31 

所長事務取扱 和 田 英 作 昭和10. 6. 1～昭和11. 6.21 

所長 矢 代 幸 雄 昭和11. 6.22～昭和17. 6.28 

所長事務取扱 田 中 豊 蔵 昭和17. 6.29～昭和22. 8.15 

所長 田 中 豊 蔵 昭和22. 8.16～昭和23. 5.10 

所長代理 福 山 敏 男 昭和23. 5.11～昭和24. 8.30 

所長 松 本 栄 一 昭和24. 8.31～昭和27. 3.31 

所長事務代理 矢 代 幸 雄 昭和27. 4. 1～昭和28.10.31 

所長 田 中 一 松 昭和28.11. 1～昭和40. 3.31 

所長 関 野  克 昭和40. 4. 1～昭和53. 4. 1 

所長 伊 藤 延 男 昭和53. 4. 1～昭和62. 3.31 

所長 濱 田  隆 昭和62. 4. 1～平成 3. 3.31 

所長 西  川  杏 太 郎 平成 3. 4. 1～平成 8. 3.31 

所長 渡 邊 明 義 平成 8. 4. 1～平成13. 3.31 

（独立行政法人文化財研究所 東京文化財研究所に移行） 

所長 渡 邊 明 義 平成13. 4. 1～平成16. 3.31 
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４. 名誉研究員 

 

氏  名 退職時官職名 在 所 期 間 
名誉研究員 

発令年月日 

白 畑 よ し  昭和 5. 6.30～昭和27. 8. 1 昭和53.10.18 
高 田  修 美術部長 昭和27.12. 1～昭和44. 3.31 昭和53.10.18 
登 石 健 三 保存科学部長 昭和27.10. 1～昭和50. 4. 1 昭和53.10.18 
岡   畏三郎 美術部長 昭和20. 5.15～昭和51. 4. 1 昭和53.10.18 
秋 山 光 和 美術部第一研究室長 昭和16.10. 1～昭和42. 2. 1 昭和54.10.18 
久 野  健 情報資料部長 昭和20. 5.31～昭和57. 4. 1 昭和57.10.18 
川 上  涇 美術部長 昭和21. 2.28～昭和57. 4. 1 昭和57.10.18 
関  千 代 美術部第二研究室長 昭和18.12.15～昭和58. 4. 1 昭和58.10.18 
横 道 萬里雄 芸能部長 昭和28. 3.16～昭和51. 4. 1 昭和59.10.18 
上 野 ア キ 情報資料部文献資料研究室長 昭和17.11. 3～昭和59. 4. 1 昭和59.10.18 
江 上  綏 情報資料部主任研究官 昭和38. 5.18～昭和59. 3.31 昭和59.10.18 
田 村 悦 子 美術部主任研究官 昭和22. 6.16～昭和60. 3.31 昭和60.10.18 
猪 川 和 子 情報資料部文献資料研究室長 昭和22. 6.27～昭和60. 3.31 昭和60.10.18 
伊 藤 延 男 所長 昭和53. 4. 1～昭和62. 3.31 昭和62.10.18 
柳 澤  孝 美術部長 昭和21. 9.30～昭和62. 3.31 昭和62.10.18 
三 隅 治 雄 芸能部長 昭和27.10. 1～昭和63. 3.31 昭和63.10.18 
樋 口 清 治 修復技術部長 昭和37.11. 1～昭和63. 3.31 昭和63.10.18 
田 實 榮 子 美術部主任研究官 昭和23. 3.31～平成元. 3.31 平成元.10.18 
見 城 敏 子 保存科学部物理研究室長 昭和34. 4. 1～平成元. 3.31 平成元.10.18 
濱 田  隆 所長 昭和62. 4. 1～平成 3. 3.31 平成 3.10.18 
関 口 正 之 美術部長 昭和42. 2. 1～平成 3. 3.31 平成 3.10.18 
佐 藤 道 子 芸能部長 昭和34. 4. 1～平成 4. 3.31 平成 4.10.18 
馬 淵 久 夫 保存科学部長 昭和50.10. 1～平成 4. 3.31 平成 4.10.18 
新 井 英 夫 保存科学部長 昭和45. 9. 1～平成 5. 3.31 平成 5. 4. 1 
西 川 杏太郎 所長 平成 3. 4. 1～平成 8. 3.31 平成 8. 4. 1 
門 倉 武 夫 保存科学部生物研究室長 昭和32. 4. 1～平成 8. 3.31 平成 8. 4. 1 
三 輪 英 夫 美術部第二研究室長 昭和53. 8. 1～平成 8. 3.31 平成 8. 4. 1 
蒲 生 郷 昭 芸能部長 昭和56. 4. 1～平成10. 3.31 平成10. 4. 1 
中 里 壽 克 修復技術部第一修復技術研究室長 昭和39. 4. 1～平成10. 3.31 平成10. 4. 1 
宮 本 長二郎 国際文化財保存修復協力センター長 平成 6. 4. 1～平成11. 3.31 平成11. 4. 1 
羽 田  昶 芸能部音楽舞踊研究室長 昭和51. 4. 1～平成12. 3.31 平成12. 4. 1 
中 村 茂 子 芸能部民俗芸能研究室長 昭和39. 7. 1～平成13. 3.31 平成13. 4. 1 
増 田 勝 彦 修復技術部長 昭和48. 8. 1～平成13. 3.31 平成13. 4. 1 
米 倉 迪 夫 情報資料部長 昭和50. 9. 1～平成13. 3.31 平成13. 4. 1 
星 野  紘 芸能部長 平成10. 4. 1～平成14. 3.31 平成14. 4. 1 
平 尾 良 光 保存科学部化学研究室長 昭和62. 4. 1～平成15. 3.31 平成15. 4. 1 
井 手 誠 之 輔 協力調整官―情報調整室長 昭和62. 7. 1～平成16. 3.29 平成16. 3. 30 
斎 藤 英 俊 国際文化財保存修復協力センター長 平成11. 4. 1～平成16. 3.30 平成16. 3. 31 
※柳澤 孝名誉研究員は、平成15年9月6日逝去 

229  



5. 2003（平成15）年度予算等 
(1) 予 算                                                     

 （単位：千円） 

事    項 予 算 額 

一般管理費 170,598 
調査研究事業費 109,347 
情報公開事業費 56,701 
研修事業費 3,269 
国際研究協力事業費 198,288 
展示出版事業費 39,798 

合    計 578,001 
 

年度内主要事業一覧 

期   日 事  業  名 

2003. 4 .21 在外日本古美術品保存修復協力事業運営委員会 
2003. 4 .24 自己点検評価委員会東文研部会 
2003. 5 .15～2003. 5 .16 資料保存地域研修（於：高知） 
2003. 5 .20 第1回臭化メチル燻蒸代替法に関する研究会 
2003. 5 .27 在外日本古美術品保存修復協力事業修復説明会 
2003. 6 . 5 自己点検評価委員会東文研部会 
2003. 6 . 6 在外日本古美術品保存修復協力事業運営委員会 
2003. 6 . 9 平成14年度第3回自己点検評価委員会 
2003. 6 .16 保存科学フォローアップ研修 
2003. 7 . 1 第14回国際文化財保存修復研究会 
2003. 7 . 3 近世輸出工芸品の調査研究会 
2003. 7 . 8 ～2003. 7 .18 博物館・美術館等保存担当学芸員研修 
2003. 7 .15～2003. 7 .17 芸能部夏期学術講座 
2003. 7 .19～2003. 8 .31 黒田清輝巡回展 
2003. 7 .28 無形遺産のユネスコ条約に関する研究会 
2003. 8 .27 近代の文化遺産の保存修復に関する研究会（鉄道周辺施設） 
2003. 9 . 8 ～2003. 9 .13 博物館学実習 
2003. 9 .24 平成15年度第1回自己点検評価委員会 
2003. 9 .16～2003.10. 3 国際研修「漆の保存と修復」 
2003.10.15 第7回各国の文化財保護制度に関する研究会 
2003.10.17～2003.10.18 美術部オープンレクチャー 
2003.10.28～2003.11. 3 黒田記念館特別公開 
2003.10.31 近代の文化遺産の保存修復に関する研究会（鉄道周辺施設） 
2003.10.31 保存科学 IPM研修（於：国文学研究資料館・史料館） 
2003.11.19 保存環境研究会 
2003.11.20 文化財保護に関する日独学術交流研究会「石造文化財の保存」 
2003.11.20 芸能部民俗芸能研究協議会 
2003.12. 3 ～2003.12. 5 国際研究集会「漆が語る国際交流―海を渡った文化財情報―」（東京国立博物館） 
2003.12. 6 芸能部公開学術講座（早稲田大学大隈講堂） 
2003.12. 8 ～2003.12.12 第12回アジア文化財保存セミナー 
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期   日 事  業  名 

2003.12.17 第2回臭化メチル燻蒸代替法に関する研究会 
2004. 1 .20 第1回外来美術の受容に関する調査・研究会 
2004. 1 .20～2004. 1 .21 資料保存地域研修（於：福井） 
2004. 1 .23 第33回文化財保存修復研究協議会 
2004. 1 .29 在外日本古美術品保存修復協力事業運営委員会 
2004. 1 .30 第15回国際文化財保存修復研究会 
2004. 1 .30 自己点検評価委員会・外部評価委員説明会 
2004. 2 . 4 ～2004. 2 . 5 資料保存地域研修（於：鹿児島） 
2004. 2 .10 近代の文化遺産の保存修復に関する研究会（鉄道周辺施設） 
2004. 2 .17 第2回外来美術の受容に関する調査・研究会 
2004. 2 .25 文化財における環境汚染の影響と修復技術に関する日韓共同研究報告会 

（於：臼杵市民会館） 
2004. 3 .15 第8回各国の文化財保護制度に関する研究会 
2004. 3 .17 中国壁画研究会 

 
 
(2) 科学研究費補助金交付一覧 
 

                                                                                        （単位：千円） 

研 究 種 目 研 究 課 題 研究代表者 交付額 
基盤研究（A） 中国河北省の寺院壁画、古墳壁画の保存に関する研究 川野邊 渉 5,500 

〃 モノ・宝物・美術品・文化財の移動に関する研究 
―価値観の変容と社会― 中野 照男 9,700 

基盤研究（B） 歴史的建造物における塗装の変遷に関する研究 朽津 信明 1,200 
〃 大谷探検隊将来西域壁画の保存修復に関する総合研究 青木 繁夫 4,200 
 
〃 

極楽のイメージを演出するモチーフとしての「舞」と「楽」 
 ―儀礼空間に描かれた中国的音響と胡族的音響の復元― 勝木 言一郎  

3,500 
 
〃 

中国陝西省北宋時代石窟造像の調査研究 
―子長県鐘山石窟を中心として― 

 
岡田 健 

3,700 
 

〃 現代社会に適合した歴史的建造物の多様な再利用の手法に関する

研究―保存を前提とした文化財の活用に関する日独共同研究― 
 

斎藤 英俊 3,900 

〃 タイ国・スコータイ遺跡の劣化と保存修復対策に関する調査研究 西浦 忠輝 3,200 

〃 文化財用“臭化メチル代替新規燻蒸剤”等が収蔵品DNAに及ぼす

影響の科学的評価 木川 りか 3,700 

基盤研究（C） 古楽器の形態と音色に関する総合研究 高桑 いづみ 1,200 
〃 大惣旧蔵本を中心とする歌舞伎台帳の書誌的研究 児玉 竜一 700 
〃 博物館内大気浮遊粒子状物質の文化財に与える影響 佐野 千絵 1,100 
〃 民俗芸能における文化財指定の及ぼす影響に関する調査研究 宮田 繁幸 600 
〃 文化財の彩色材料の変遷に関する基礎的研究 早川 泰弘 2,400 
〃 日本近代美術における基層をめぐる研究―画家の地縁と作品の風土 田中  淳 900 

特定領域研究 
日本近代の造形分野における「もの」と「わざ」の分類の変遷に

関する調査研究 
山梨 絵美子 7,200 

〃 トヨタコレクションの材料・技法の分析と保存に関する研究 三浦 定俊 20,000 
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研 究 種 目 研 究 課 題 研究代表者 交付額 

特定領域研究 
文化財における複合素材の保存修復のための材料技法の開発に関

する調査研究 加藤  寛 6,900 

〃 科学技術を応用した近世芸能の基礎的研究 宮田 繁幸 3,000 
〃 江戸時代の漆喰材料、技法に関する基礎的研究 石崎 武志 1,300 

特別研究員奨励費 国際社会における文化財保存理念の形成と協力システム構築に関

する研究―日本の国際貢献の歴史と未来― 平賀あまな 600 

特別研究促進費 室内空間におけるカビ等真菌類汚染の調査と地球環境に配慮した

殺菌防黴法に関する基礎研究 佐野 千絵 6,300 

研究成果公開促進費 文化財保護関連法令データベース 斎藤 英俊 6,200 
 
 
(3) 受託調査研究一覧 
 
                                                                                        （単位：千円） 

研 究 課 題 研究代表者 依 頼 元 受入額 

重要文化財「細川家舟屋形」の保存環境調査 石崎 武志 熊本市 300 

文化財のデジタル・コンテンツ化とその応用 第１期 斎藤 英俊 科学技術振興事業団 260 
「進貢船（木造彩色）」「馬檻船（木造彩色）」 
（東京国立博物館所蔵）の2艘についての調査・修復 

青木 繁夫 九州国立博物館（仮称） 
設立準備室 5,037 

「近世蒔絵螺鈿棗」の保存と修復に関する調査研究 加藤  寛 （財）静嘉堂 1,529 

特別史跡キトラ古墳墓道部発掘調査業務 青木 繁夫 文化庁 9,660 

近世初頭の鎧に関する調査研究（大阪城天守閣所蔵「猿猴捕月

図蒔絵胴」 加藤  寛 （財）大阪観光コンベンション協会 3,842 

重要文化財群馬県舞台１号墳出土品の保存修復 青木 繁夫 文化庁 7,000 

琉球漆器における保存と修復技法に関する調査研究 加藤  寛 琉球王朝文化遺産振興尚財団 9,978 

「十組盤（漆工）」についての調査・修復 青木 繁夫 東京国立博物館 1,549 
「重要文化財金象嵌銘花形飾環大刀（考古）」についての 
調査・修復 

青木 繁夫 東京国立博物館 1,034 

アフガニスタン文化財保存修復のための緊急協力事業 斎藤 英俊 文化庁 16,937 
富山藩杣田青貝細工「陸奥玉川萩之図料紙箱」の修復および 
技術分析 加藤  寛 富山市 1,500 

文化財のデジタル・コンテンツ化とその応用 第2期 斎藤 英俊 （独）科学技術振興機構 780 

室町時代の蒔絵手箱の保存・修復に関する調査研究 加藤  寛 （財）三井文庫 1,179 
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（４）外部資金による研究等一覧 
    

  （単位：千円）

研     究     課     題 相手先 担当部局 金   額 

ユネスコ／日本信託基金  
龍門石窟保護修復プロジェクト ユネスコ北京事務所 国際文化財保存修復 

協力センター 1,750 

ユネスコ／日本信託基金  
バーミヤーン遺跡救済プロジェクト 

ユネスコ事務局 
（パリ） 

国際文化財保存修復 
協力センター 9,764 

国際協力事業団（JICA）范子龍氏の研修費用 国際協力事業団（JICA） 国際文化財保存修復 
協力センター 1,247 

劣化した合成樹脂の除去方法の開発 （株）岡墨光堂／ 
（株）文化財保存 修復技術部 800 

続・宋元仏画の研究 メトロポリタン 
東洋美術研究センター 井手誠之輔 600 

 

画像情報による彩色材料の識別法に関する研究 メトロポリタン 
東洋美術研究センター 城野 誠治 550 

中世真宗美術の体系的研究 （財）仏教美術協会 津田 徹英 964 
外国人研究者招致事業 
【イザベル・パローフェッサル（フランス）】他5名 （財）文化財保護振興財団 保存科学部 1,090 

在外日本古美術品保存修復協力事業 （財）芸術研究振興財団 修復技術部 5,000 

東京文化財研究所の出版事業 東京美術商協同組合 美術部 2,000 

東京文化財研究所の国際文化財保存修復協力事業 吉田 靖氏 国際文化財保存修復 
協力センター 3,700 
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６．独立行政法人文化財研究所の中期目標 

  
 (序文) 

 独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二十九条の規定に基づき、独立行政法人文化財研究所（以下「文

化財研究所」という。）が達成すべき業務運営の目標（以下「中期目標」という。）を定める。 

  
（前文） 

 我が国の長い歴史の中で、生まれ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた国民の貴重な財産である文化財は、我が国

の歴史、伝統、文化等の理解のために欠かすことのできないものであり、将来の文化の向上発展の基礎となるものであ

る。我が国の優れた伝統文化を守り、伝え、発展させていくことは、文化政策の重要な課題であり、文化財に関する調

査・研究の成果を生かしながら、文化財を大切に保存し次世代に継承するとともに、積極的に公開・活用を図り、多く

の国民が文化財に対する理解を深め、親しめるようにしていくことが重要である。 

 文化財研究所は、我が国の文化財研究の中核的研究機関として、貴重な文化財を未来の人々に適切に継承していくた

めに必要な知識・技術の基盤を形成する重要な役割を担っている。 

 このため、文化財研究所は、国内外における文化財研究の拠点として、 

 ① 文化財を適切に保存し、効果的に活用するための調査．研究 

 ② 国内外の諸機関との研究者交流、共同調査・研究 

 ③ 国民が文化財に触れ、身近に親しむことのできる魅力的な展示や情報・資料の提供 

 ④ 文化財の保存．活用を支える多様な人材の養成・確保 

 ⑤ 文化財の調査・保存．修復に関する国際協力．支援等の業務を行うこととする。 

  
 このような役割を果たすため、文化財研究所の中期目標は、以下のとおりとする。 

  
Ｉ 中期目標の期間 

 文化財研究所が実施する業務は、多種多様な文化財の特質の解明や文化財に関する膨大な資料の収集・整理・分析等

に多大の労力と時間を必要とするため、成果が得られるまでに長期間を要するものが多いことから、中期目標の期間は、

平成13年４月１日から平成18年３月31日までの５年間とする。 

  
II 業務運営の効率化に関する事項 

 職員の意識改革を図るとともに、事務、事業、組織等の見直し、外部委託の推進等により、経費の合理化を図ること。

具体的には、運営費交付金を充当して行う業務については、国において実施されている行政コストの効率化を踏まえ、

業務の効率化を進め、中期目標の期間中、毎事業年度につき新規に追加される業務、拡充業務分等を除き１%の業務の効

率化を図る。 

  
III 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

１ 文化財に関する調査・研究 

 我が国における文化財及びその関連資料は膨大であり、その調査・研究と実態の解明には多大の時間を必要とするが、

緊急度や重要性等を勘案し、主として下記の事項について計画的に調査・研究を進めること。その際、 終的な結論を

導き出すために長期にわたる調査・研究の蓄積が必要な場合は、一定の期間で客観的事実や中間的な成果が得られるよ

う課題を設定し、その成果を適時適切に国民に公表すること。 

  
（１）文化財に関する基礎的な調査・研究の推進 

  以下の課題に取り組み、文化財に関する基礎的な調査・研究の推進を図ること。 

① 美術、演劇、音楽、民俗芸能等の文化財の伝播、継承及び発展の解明を進め、特に、大正期及び昭和前期の美術展

覧会に出品された作品とその作家の美術史的な評価を行い、成果として総合的な目録を完成すること。 
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② 平城宮跡、飛鳥．藤原官跡の発掘調査等により、古代都城や国家の形成過程、当時の生活環境等の実態の解明を進

め、本期間中に13カ所程度の発掘調査を行い、研究成果を得るよう努めること。 

③ 寺院等が所蔵する歴史資料、書跡資料等の調査・記録・分析により、日本の歴史・文化の源流の解明を進め、本期

間中に５カ所程度の調査・研究を行い、成果を得るよう努めること。 

  
（２）文化財の調査．保存．修復．整備．活用に関する実践的な調査．研究の推進 

  以下の課題に取り組み、文化財に関する基礎的な調査・研究を基に、文化財の調査・保存・修復・整備・活用に関す

る実践的な調査・研究を進め、その成果を文化財施策の向上に資するよう提供すること。 

① 文化財の材料や技術的構造を明らかにし、それら文化財を生み出した文化的・歴史的背景の解明を進め、発掘調査

の迅速化や美術品、出土品に関する科学的調査の発展を図ること。特に、遺構の科学分析等による遺跡調査法、年輪か

ら年代や当時の気象を分析する年輪年代測定法及び動植物遺存体を用いた環境分析法を開発すること。 

② 科学的手法を用いた新たな保存修復技術・方法の開発を進め、特に、文化財の彩色材料の非破壊測定法、臭化メチ

ル全廃に対応するための文化財の生物劣化防除法、屋外文化財(臼杵磨崖仏・厳島神社)に対し環境が及ぼす影響とその

技術的対策、大型木製品の保存処理法、有機質遺物の保存処理法及び無機質遺物の非破壊構造調査法を開発すること。 

③ 国民に親しまれる遺跡の公開・展示の在り方と保存方法の開発を進めること。特に、遺跡の露出展示法を開発する

こと。 

  
（３）文化財に係る調査・研究に関する国際交流・協力等の推進 

 文化財の調査・保存・修復に関する国際機関、諸外国との調査・研究協力、情報交換、専門家の養成支援等を積極的

に実施することにより、文化財に関する国際交流を推進すること。また、外国の文化財保存修復に関する技術的指導・

援助等を行うことにより、文化財に関する国際貢献・協力を推進すること。 

 さらに、大学、研究機関等関係機関との共同調査・研究、研究者交流等を積極的に推進し、調査・研究の質の向上を

図ること。 

  
２ 調査・研究に基づく資料の作成・公表 

 文化財に関する調査・研究に基づく成果について、速やかに報告書等を作成し、適切な時期・方法により積極的に公

表すること。その際、文化財研究者等だけでなく、多くの国民が容易に研究成果を入手できるよう、情報通信技術の活

用や再現模型・複製品の作成等多様な手法を用いて、資料の作成・公表を推進すること。なお、刊行物等の発行及び黒

田記念館、飛鳥資料館、平城官跡資料館、飛鳥藤原宮跡発掘調査部展示室の入館者数は、毎年度平均で平成１２年度の

実績以上を確保するよう努めること。 

  
３ 文化財に関する情報・資料の収集・整理・提供 

 文化財に関する情報・資料を計画的に収集・整理し、積極的に公開・提供すること。その際、多くの国民が文化財に

関する情報・資料に容易に接することができるよう、情報通信技術を活用して情報提供を行うなど、多様な手法を用い

て、情報・資料の収集・整理・提供を推進すること。なお、情報・資料の収集及びホームページのアクセス件数は毎年

度平均で平成12年度の実績以上を達成すること。 

  
４ 文化財に関する研修等 

 文化財の保存．活用を推進し、国民に対するサービスの向上を図るため、地方公共団体、博物館、美術館等閑係機関

の職員の資質向上を目的とする研修等を計画的に実施すること。なお、文化財研究所が主催する研修事業に参加した者

のうち、平均80%以上の者から「有意義だった」、「役に立った」と回答してもらえるよう研修内容の充実を図ること。 

 また、連携大学院制度により大学院生を積極的に受入れるなど、文化財の保存・活用を支える人材の養成・確保に努

めること。 
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５ 文化財の調査・保存・修復・整備・活用に関する援助・助言 

 調査・研究の成果を活用し、国・地万公共団体等に対して、文化財の調査・保存・修復・整備・活用に関する専門的・

技術的な援助・助言を積極的に実施することにより文化財保護の質の向上を図ること。 

  
６ 前各項の業務に附帯する業務 

（１）国の文化財に関する公開・活用事業を促進するため、文化財研究所の業務に密接な関係を有する遺跡地の公開・

活用に協力・支援すること。 

  
（２）平城宮跡及び飛鳥・藤原宮跡等の解説、環境保全等を行うボランティア活動を積極的に支援し、ボランティアの

文化財に対する学習需要にも適切に対応するとともに、毎年度平均で平成１２年度実績以上のボランティアの確保を図

り、来訪者に対するサービスを充実すること。 

  
ＩＶ 財務内容の改善に関する事項 

 自己収入の確保、予算の効率的な執行に努め、適切な財務内容の実現を図ること。 

（１）積極的に外部研究資金、施設使用料等、自己収入の増加に努めること。また、自 己収入額の取り扱いにおいては、

各事業年度に計画的な収支計画を作成し、当該収支計画による運営に努めること。 

  
（２）固定的経費の節減 

   管理業務の節減を行うとともに、効率的な施設運営を行うこと等により、固定的 経費の節減を図ること。 

  
Ｖ その他業務運営に関する重要事項 

１ 人事管理(定員管理、給与管理、意識改革等)、人事交流の適切な実施により、内部管理事務の改善を図ること。 

  
２ 長期的な展望のもとに施設・設備整備計画を作成し、整備を推進すること。 
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７．独立行政法人文化財研究所の中期計画 

 
（序文） 
  独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第三十条の規定により、独立行政法人文化財研究所が中期目標を達

成するための中期計画を次のとおり定める。 
 
（基本方針） 
 独立行政法人文化財研究所は、我が国の貴重な文化財の恒久的な保存・活用を図るため、文化財の調査・保存・修復・

整備・活用に関する調査・研究を総合的に実施するとともに、調査・研究成果の国民に対する迅速な公開、文化財の調

査及び修復等に従事する専門的技術者の養成・研修、地方公共団体及びその他の団体等に対する専門的・技術的な援助・

助言等の業務を行う。 
  さらに、国際機関及び諸外国との文化財に関する共同研究・調査及び専門家養成に対する支援等、文化財を通じた国

際協力を積極的に推進する。 
  これらの目的達成のため、東京文化財研究所及び奈良文化財研究所において、それぞれ下記のとおり調査・研究及び

業務を遂行するものである。 
（東京文化財研究所） 
  日本及び東洋の美術、伝統芸能と民俗芸能の調査・研究、文化財一般の保存に関する科学的調査・研究と文化財の修

復に関する技術的調査・研究を行うとともに、全国各地の博物館・美術館或いは文化財の保存と修復現場からの要請に

応じた専門的指導・助言及び研修を実施する。 
  また、文化財の保存・修復に関する国際協力を推進するための諸活動を積極的に行う。 
  これらの調査・研究及び諸活動の成果の公開等を積極的に推進する。 
（奈良文化財研究所） 
  遺跡・建造物・庭園等大地に結びついた文化財及び南都諸大寺及び近畿周辺の古社寺における文化財の調査・研究を

行うとともに、発掘調査・遺跡の整備に関する国際協力を積極的に行う。 
 また、全国各地の発掘調査等に対する指導・助言及び発掘調査専門職員等に対する研修、飛鳥資料館・平城宮跡資料

館等における調査・研究成果の公表、文化財に関する情報・資料の収集・公開等の業務を積極的に推進する。 
 
 
Ⅰ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 
   国において実施されている行政コストの効率化を踏まえ、運営費交付金を充当して行う業務については、業務の効

率化を進め、中期目標の期間中、毎事業年度につき新規に 追加される業務、拡充業務分等を除き１％の業務の効率化

を図る。 
    具体的には、下記の措置を講ずる。 
 １ 国際協力、国際共同研究について「国際文化財保存修復協力センター」への一元化による業務の効率化 
 ２ 両文化財研究所の共通的業務の効率化 
 ３ 両文化財研究所の組織の見直しによる経費の削減 
 ４ 省エネルギー、廃棄物減量化、リサイクルの推進、ペーパーレス化の推進 
 ５ セミナー室等を積極的に活用するなど施設の有効利用の推進 
 ６ 連絡システムの構築等による事務の効率化 
 ７ 業務の外部委託、事務のＯＡ化の推進等による効率的な事務の執行 
  ８  法人の自己点検評価のあり方について検討し、適切な自己点検評価を実施するとともに、今後の法人運営の改善

に反映させる。 
 
Ⅱ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 
 １ 文化財に関する調査・研究 
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     次に掲げる調査・研究及びそれに関連する国際交流・協力等を計画的に推進するとともに、外部機関との共同研

究を実施する。 
   また、客員研究員の積極的な活用等により、調査・研究の推進を図る。 
 （１）文化財に関する基礎的な調査・研究を推進するため、以下の研究課題に取り組む。 
  ① 我が国及び諸外国の美術及び美術史、演劇、音楽、民俗芸能に関する調査・研究を実施する。 
    ア  東アジア地域における美術交流の歴史や日本美術に及ぼした影響について解明するため、美術に関する資料

を収集し、分析、研究を行い、得られた成果を報告書として刊行する。 
     イ  我が国の近代美術の発達に関して、時代ごとに調査・研究を進めるとともに黒田清輝に関する研究を進める。

資料収集、分析、研究を通じて得られた成果を「大正期美術展覧会出品目録」、「昭和前期美術資料集成」（仮称）、「黒田

清輝油彩画総目録」等の目録として刊行する。 
     ウ  伝統芸能に関する調査及び外国との比較研究のため、現地調査及び記録作成、を行い、得られた成果を報告

書として刊行する。 
     エ  伝統楽器の変遷に関する資料収集・調査・研究を行い、得られた成果を所蔵目録及び報告書として刊行する。 
     オ  民俗芸能の上演目的や上演場所の歴史的変遷に関する調査研究を行い、民俗芸能の本来の意義を明らかにし、

報告書として刊行する。 
  ② 国家の形成過程や当時の生活実態の解明に向けて、遺跡の発掘調査及び出土品・遺構に関する調査研究、文化

財建造物に関する基礎的調査を実施する。 
     ア  平城宮跡及び飛鳥・藤原宮跡について、以下の発掘調査を実施し、古代都城の実態解明のための調査・研究

を行い、得られた成果を報告書として刊行する。 
       （平城宮跡） 第一次大極殿地区、第二次朝堂院地区、東院地区 
       （藤原宮跡） 宮朝堂院跡、京内条坊街区 
     イ  平城宮跡及び飛鳥・藤原宮跡以外の遺跡で上記アと密接な関係を有する以下の遺跡の発掘調査を実施し、比

較研究を行う。 
       （平城宮跡地区） 興福寺中心伽藍、興福寺大乗院、興福寺一乗院、東大寺中心伽藍、法華寺阿弥陀浄土院、平

城宮東院南方遺跡 
       （飛鳥・藤原宮跡地区）石神・水落遺跡、飛鳥寺跡 
    ウ 上記発掘調査による出土遺物及び遺構に関する調査、分析、復原的研究を総合的・多角的に実施し、得られ

た成果を報告書として刊行する。また、古代飛鳥のイメージ再現研究として、模型、コンピュータグラフィック、出土

品のレプリカを作成する。 
   エ 文化財建造物の保存及び修復に必要な基礎データを蓄積し、分析・研究を行う。得られた成果により全国各

地で行われている文化財建造物の保存のための指標となる研究報告書を作成する。 
    オ  文化庁が行う平城宮跡第一次大極殿復原に関して、専門的・技術的な援助・助言を行うため、設計及び施工

に関する実践的な研究を実施する。 
     カ  古代庭園に関する資料収集を行い、分析・検討の結果、報告書を作成する。また、これまでに蓄積してきた

発掘庭園に関するデータベースを質、量の両面から充実させ、逐次公開する。 
    キ  飛鳥地域の歴史に関する調査・研究を実施し、飛鳥地域の歴史を解明するとともに飛鳥資料館の展示を通し

て有効に活用する方法を検討する。 
   ③  下記の古社寺所蔵の歴史資料・書跡資料等に関する原本調査及び記録作成等を行い、文献の面から日本の歴史、

文化の源流等の実態を探る。得られた成果により、報告書及びデータベースを作成する。 
      （調査対象）興福寺、東大寺、薬師寺、法隆寺、西大寺 
 
 （２）文化財に関する基礎的研究を基に、文化財の保存・活用の充実を図るために必要な調査・保存・修復・整備・

活用に関する実践的な調査・研究を実施する。 
  ① 文化財の調査・研究方法の開発等に関する調査・研究を進め、文化財を生み出した文化的・歴史的背景を明ら

かにする。得られた成果により、データベース及び報告書を作成し、文化財施策の向上に資するよう提供する。 
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    ア  発掘調査及びそれらに関連する作業の手法・技術の開発・改良に関する調査・研究を行い、遺跡発掘の迅速

化を図るとともに、深層遺構探査法や官衙遺跡発掘調査法の開発を進める。 
     イ  年輪から建築や美術の年代測定、自然災害の発生の確認を行う年輪年代測定法を開発する。 
     ウ  研究のための資料となる考古資料、出土品、動植物遺存体等を全国各地から収集し、整理・分析することに

より、遺物の分布状況、分類、編年及び当時の生活環境を解明する環境分析法を開発する。 
     エ 保存科学及び考古科学に関する国際会議の開催により、「考古科学の総合的研究（ＣＯＥ）」のまとめを行い、

研究報告書を作成する。 
  ② 科学的手法を用いた新たな保存修復技術・方法の開発のための調査研究を実施する。 
     ア  文化財の彩色材料に関する非破壊測定法の実用化のための基礎研究を行い、得られた成果により、報告書を

作成する。 
    イ  臭化メチル燻蒸代替法及び殺菌・防カビ法の開発に関する研究を行い、得られた成果により報告書を作成す

る。 
    ウ  文化財施設の保存環境に関する状況調査及び厳島神社や臼杵磨崖仏等の劣化調査と環境計測を行い、周辺環

境が文化財に及ぼす影響について調査・研究を進め得られた成果により報告書を作成する。 
    エ  大型木製品の劣化、有機質遺物の材質分析、無機質遺物の非破壊構造調査に関する研究を行い、それぞれの

保存処理法及び調査法を開発する。 
   オ  古糊などの伝統的な修復材料の素材の物性の解明を行い、文化財修復の新たな素材と技法の開発研究を行う

とともに、レーザーによる文化財クリーニング法の開発のための研究を行う。 
    カ 古代遺跡の保存科学的研究を行い、保存修復指針及びデータベースを作成・公開する。 
    キ  近代の文化遺産の保存修復に関する研究を行い、得られた成果により報告書を作成する。 
  ③ 文化財の活用手法に関する調査・研究を実施する。 
    ア  平城宮跡・藤原宮跡の整備・公開・活用に関する調査･研究を行い、「宮跡整備構想」に基づく具体的整備方

針を再検討するとともに、全国各地の大規模な遺跡の整備及び管理状況について、情報収集を行い、調査・分析の結果

について報告書を作成する。 
    イ  出土遺構及び遺物の公開・活用に資するため、遺跡の公開のための新たな保存法として、遺跡の露出展示法

を開発する。 
 
 （３）文化財に係る調査・研究に関する国際交流・協力等を推進する。 
  ① 次に掲げる文化財の調査・保存・修復に関する国際機関及び諸外国との研究協力・国際共同研究・情報交換･

専門家養成等の支援を行う｡ 
    ア 諸外国の文化財の保護制度に関する調査・研究 
   イ 東南アジアの文化財を取り巻く自然環境とレンガ等材料の劣化原因に関する共同研究 
     ウ 中国及び中南米諸国との文化財の保存修復に関する調査・研究と技術移転・人材育成の実施 
     エ 地理情報システムを利用した文化財の防災計画に関する共同研究 
     オ 在外日本古美術品修復についての諸外国の博物館・美術館との協力事業及び研究機関・専門家との学術交流 
     カ 環境による不動産文化財の劣化状況調査と保存修復に関する調査・研究 
    キ アジアにおける古代都城遺跡、生産遺跡、古代庭園及び陶磁器に関する調査研究及び研究協力 
  ②  文化財保存修復に関する国際研修等を行う。 
     ア 文化財保存修復研究国際センター（ICCROM）と共同で国際修復研修事業を実施する。 
    イ  文化財の保存・修復に関する国際シンポジウムを実施する。 
     ウ  アジア文化財保存セミナーを実施する。 
     エ  国際文化財保存修復研究会を実施する。 
     オ  国際協力事業団、ユネスコアジア文化センター文化遺産保護協力事務所等が実施する研修への協力を行う。 
  ③ 職員を外国に派遣し、文化財保存修復に関する指導・助言・協力及び国際研究交流を実施する。 
  ④ 国内においても文化財の保存科学等の分野において、各種研究機関・民間企業等との共同で調査・研究を行う。 
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  ⑤ 外部機関等からの求めに応じて、文化財の保存・修復に関する実践的研究を実施する。 
  ⑥ 地方公共団体との共同による発掘調査を実施する。 
 
 ２  調査・研究に基づく資料の作成・公表 
  ① 次のとおり、調査・研究に基づく資料を作成するとともに定期的な刊行物の発行、講演会・シンポジウムの開

催等により積極的に公表し、国民が容易に研究成果を入手できるよう努める。 
     ア 研究報告書、年報、研究論文集、図録等を12年度の実績以上刊行する。 
    イ 14年度に奈良文化財研究所の創立50周年事業としてこれまでの研究成果を総括し、特別展示・出版事業を

行い、国際シンポジウムを開催するとともに、巡回展を開催する。 
    ウ 公開学術講座、公開講演会、現地説明会を開催する。 
     エ 調査・研究の成果としてのデータベースを順次公開する。 
    オ 黒田記念館、飛鳥資料館、平城宮跡資料館、飛鳥藤原宮跡発掘調査部展示室における展示・公開を充実させ、

入館者数を12年度の実績以上確保するよう努める。 
    カ 研究成果の公表の結果に関して、適宜アンケート調査等を実施し、常に国民の評価を得るよう努める。 
  ② 文化財に関する協議会、研究集会等を開催し、研究成果の質の向上を図る。 
    ア 民俗芸能研究協議会 
   イ 文化財保存修復研究協議会 
   ウ 近代の文化遺産の保存研究会 
   エ 保存科学研究集会 
   オ 在外日本古美術品修復技術研究会 
 
 ３ 文化財に関する情報・資料の収集・整理・提供 
   ①  文化財に関する情報・資料の収集・整理・提供 
    ア 毎年、前年度実績を上回るよう文化財関係の資料・図書の収集・整理・公開・提供を充実する。 
     イ これまでの実績や蓄積したデータを活用し、文化財関係資料等に関するデータベースの作成を継続・充実し、

順次公開する。 
  ② 文化財情報の電子化及びシステムの構築に関する研究の成果を活かし文化財情報基地としての基盤を整備・充

実する。それにより、国民に対して円滑な情報提供を行う。また、両研究所の研究・業務等を広報するためホームペー

ジの充実を図り、ホームページアクセス件数を毎年度平均で１２年度実績以上を確保する。 
 
 ４  文化財に関する研修等 
   次のとおり、文化財に関する研修等を行う。なお、研修事業に参加した者のうち、平均80％以上の者から「有意

義だった」、「役に立った」と評価してもらえるよう研修内容の充実を図る。 
  ① 文化財に関する研修 
   ア 埋蔵文化財発掘技術者等研修 
     年14回(種類)、のべ200名程度に対し研修を実施する。 
    イ 博物館・美術館等の保存担当学芸員研修 
     年１回、25名程度に対して研修を実施する。 
  ② 連携大学院教育の推進等 
   ア 東京芸術大学、京都大学、奈良女子大学との間での連携大学院教育を推進する。 
     イ 東京と奈良において各々年間10名程度の博物館学実習生の受入れを行う。 
 
 ５ 文化財の調査・保存・修復・整備・活用に関する援助・助言 
    次のとおり、文化財の調査・保存・修復・整備・活用に関して、国・地方公共団体等に対して専門的・技術的な

援助・助言を行う。 
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  ① 文化庁が行う平城宮跡及び飛鳥・藤原宮跡の整備・復原事業に対する専門的・技術的な援助・助言 
  ② 地方公共団体等が行う文化財の調査・保存・修復・整備・活用等の事業等に対する専門的・技術的な援助・助言 
  ③ 地方公共団体等が設置する文化財の収蔵・公開施設に対する専門的・技術的な援助・助言 
 
 ６ 前各項の業務に附帯する業務 
   前各項の業務に附帯する次の業務を推進する。 
（１）平城宮跡、飛鳥・藤原宮跡等への公開・活用事業への協力・積極的支援を実施する。また、文化庁平城宮跡等

管理事務所の運営に積極的に協力する。 
 
 （２）平城宮跡、飛鳥・藤原宮跡等への来訪者に対するサービスを充実するため、次のことを実施する。 
  ① 解説ボランティア事業を運営する。 
   ② 各種ボランティアに対して、活動機会・場所の提供、文化財に関する学習会の実施等の支援を行う。 
   ③ ミュージアムショップを委託により運営する。 
  ④ 平城宮跡、飛鳥・藤原宮跡等への来訪者に対する満足度を調査し、サービス充実の目安とする。 
 
Ⅲ 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 
    収入面に関しては、実績を勘案しつつ、外部資金等を積極的に導入することにより、計画的な収支計画による運営

を図る。 
   また、管理業務の効率化を進める観点から、各事業年度において、適切な効率化を見込んだ予算による運営に努め

る。 
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（1）予算（中期計画の予算） 
 
 平成13年度～平成17年度 予算 
（単位：百万円） 

区    分 金    額 

収  入 
    運営費交付金 
    施設整備費補助金 
   展示事業等収入 
   受託収入等 
 
   計 

17,262  

239  

104  

88  

17,693  

支  出 
    運営事業費 
     人件費 
     物件費 
       うち一般管理費 
       うち調査研究事業費 
       うち情報公開事業費 
     うち研修事業費 
       うち国際研究協力事業費 
       うち展示出版事業費 
       うち平城宮跡公開活用等支援事業費 
   施設整備費 
    受託事業費 
    計 

17,366  

6,945  

10,421  

1,671  

5,131  

792  

208  

1,596  

615  

408  

239  

88  

17,693  

【脚注】 

・上記の他、奈良文化財研究所の特別展示・出版事業に係る経費が追加される見込みである。 

・施設整備費補助金の金額は、改修（更新）等についての過去5年間の実績額の平均の4年分で計算している。 
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（2）収支計画 
平成13年度～平成17年度 収支計画 

（単位：百万円） 

区    分 金    額 

費用の部 

  経常経費 

    人件費 

    物件費 

      うち一般管理費 

      うち調査研究事業費 

      うち情報公開事業費 

      うち研修事業費 

      うち国際研究協力事業費 

      うち展示出版事業費 

      うち平城宮跡公開活用等支援事業費 

 受託研究費 

  減価償却費 

   

収益の部 

運営費交付金収益 

展示事業等の収入 

受託収入等 

資産見返運営費交付金戻入 

資産見返物品受贈額戻入 

17,953 
17,953 
6,945 
9,518 
1,530 
4,689 

722 
188 

1,456 
560 
373 
88 

1,402 
 

17,953 
16,359 

104 
88 

488 
914 
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（3）資金計画 

平成13年度～平成17年度 資金計画 
（単位：百万円） 

区    分 金    額 

資金支出 

  業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  展示事業等による収入 

  受託収入 

 投資活動による収入 

  施設整備費補助金による収入 

17,693 
16,551 
1,142 

 
17,693 
17,454 
17.262 

104 
88 
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Ⅳ 短期借入金の限度額 
  短期借入金の限度額は、６億円。 
  短期借入が想定される理由は、運営費交付金の受入れに遅延が生じた場合である。 
 
Ⅴ 重要な財産の処分等に関する計画 
  重要な財産を譲渡、処分する計画はない。 
 
Ⅵ 剰余金の使途 
    決算において剰余金が発生した場合は、調査・研究、出版事業及び国民に対するサービスの向上に必要な展示施設・

設備の整備等に充てる。 
 
Ⅶ その他主務省令で定める業務運営に関する事項 
 １ 人事に関する計画 
 （１）方針 
  ① 職員の適正な配置と計画的な人事交流の推進 
  ② 職務能率の維持・増進 
    ア 福利厚生の充実 
   イ 職員の能力開発等の推進 
 
 （２）人員に係る指標 
      常勤職員については、その職員数の抑制を図る。 
 
   （参考１） 
      ① 期初の常勤職員数  126人 
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      ② 期末の常勤職員数の見込み  126人 
    （参考２）中期目標期間中の人件費総額 
      中期目標期間中の人件費総額見込み 5，972百万円 
    但し、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当、休職者給与及び国際機関派遣職

員給与に相当する範囲の費用である。 
 
 ２ 施設・設備の整備を計画的に推進する。 
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8. 関 係 法 規 一 覧 
 
○独立行政法人文化財研究所業務方法書 

                                                          平成十三年四月二日 
                                                          文部科学大臣認可 

（目的） 
第一条  独立行政法人文化財研究所（以下「文化財研究所」という。）は、独立行政法人 文化財研究所法（平成十一年

法律第百七十九号。以下「文化財研究所法」という。）第 三条に規定する目的を達成するため、その業務に関し、独

立行政法人通則法（平成十一 年法律第百三号）第二十八条第一項の規定に基づき、この業務方法書を定める。 
 
（業務運営の基本方針） 
第二条  文化財研究所の業務は、法令及びこの業務方法書の定めるところに従い、適正かつ確実な運営を期するととも

に、貴重な国民的財産である文化財の保存及び活用を図るよう執行しなければならない。 
 
（文化財研究所の業務を行うための施設） 
第三条  文化財研究所は、次に掲げる施設において次条から第九条までの業務を行う。 
 一 東京文化財研究所 

イ 東京文化財研究所本庁舎 
ロ 黒田記念館 
ハ その他の施設 

 二 奈良文化財研究所 
イ 奈良文化財研究所本庁舎 
ロ 平城宮跡資料館 
ハ 飛鳥藤原宮跡発掘調査部庁舎 
ニ 飛鳥資料館 
ホ その他の施設 

2 前項に掲げる施設は、常に良好な状態で維持管理しなければならない。 
 
（文化財に関する調査及び研究） 
第四条 文化財研究所は、次に掲げる文化財に関する調査及び研究を行う。 
 一 美術に関する調査及び研究 
 二 芸能に関する調査及び研究 
 三 建造物及び伝統的建造物群に関する調査及び研究 
 四 考古資料及びその他の歴史資料に関する調査及び研究 
 五 遺跡に関する調査及び研究 
 六 埋蔵文化財に関する調査及び研究 
 七 平城宮跡、藤原宮跡及び飛鳥地域における宮跡その他の遺跡に関する調査及び研究 
 八 文化財の保存に関する調査及び研究 
 九 文化財の修復に関する調査及び研究 
 十 文化財の情報及び資料に関する調査及び研究 
 
（資料の作成及び公表） 
第五条 文化財研究所は、前条の調査及び研究に基づき、次に掲げる資料を作成し、公表する。 
 一 調査報告、研究成果報告、研究論文等 
 二 写真、絵図、映像記録、音声記録等 
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 三 復元模型、複製品等 
 四 データベース 
 五 その他 
2 前項により作成した資料は、次に掲げる方法を用いて公開し、普及を図る。 
 一 研究発表会、公開学術講座、公開講演会、現地説明会等の開催 
 二 年報、調査報告書、研究成果報告書、研究論文集、図録等の刊行 
 三 黒田記念館、飛鳥資料館、平城宮跡資料館、飛鳥藤原宮跡発掘調査部展示室における展示・公開 
 四 データベース検索サービスの提供 
 五 ホームページ、広報資料等への掲載 
 六 その他 
 
（情報及び資料の収集、整理及び提供） 
第六条 文化財研究所は、次に掲げる文化財に関する国内外の情報及び資料を収集し、整理し、提供する。 
 一 図書、逐次刊行物、研究成果報告書、調査報告書、地図、絵図、拓本等 
 二 写真、スライド、マイクロフィルム、ビデオテープ、ビデオディスク等 
 三 レコード、録音テープ、コンパクトディスク等 
 四 その他 
2 前項により収集及び整理した資料は、閲覧等多様な手法を用いて一般の利用に供する。 
 
（研修） 
第七条 文化財研究所は、第四条から第六条までの業務に関し、地方公共団体並びに文化 財に関する調査及び研究を行

う研究所その他これに類する施設（以下「地方公共団体等」 という。）の職員の資質の向上を図るため、次に掲げる

研修を行う。 
 一 文化財の保存修復に関する研修 
 二 埋蔵文化財の発掘、測量、写真撮影、報告書作成等に関する研修 
 三 その他 
 
（援助及び助言） 
第八条 文化財研究所は、第四条から第六条までの業務に関し、地方公共団体等の求めに応じて援助及び助言を行う。 
 
（附帯業務） 
第九条 文化財研究所は、第四条から前条までの業務に附帯する業務を行う。 
 
（業務委託の基準） 
第十条 文化財研究所は、第四条から前条までの業務について、当該業務が確実に実施でき、また委託する合理的な事

由がある場合には、これらの業務の一部を外部の者に委託して実施することができる。 
 
（競争入札その他契約に関する基本的事項） 
第十一条 文化財研究所は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、 すべて公告して申込みをさ

せることにより競争に付するものとする。ただし、予定価格が少額である場合その他の別に規程で定める場合は、指

名競争又は随意契約によることができる。 
 
（業務細則の作成） 
第十二条 文化財研究所は、この業務方法書に定めるもののほか、文化財研究所の業務に関し必要な細則を定める。 
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   附 則 
 この業務方法書は、文部科学大臣の認可のあった日から施行し、平成十三年四月一日から適用する。 
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○独立行政法人文化財研究所組織規程（抜粋） 
 

                            平成13年 4月 1日 
                            文化財研究所規程第１号 

 
第一章   総 則 
  （目的） 
第一条 この規程は独立行政法人文化財研究所（以下「文化財研究所」という）の組織、職制及び事務の分掌を定める

ことを目的とする。 
 
  （組織の名称及び位置） 
第二条 文化財研究所に次のとおり、総務部、東京文化財研究所及び奈良文化財研究所を置く。 

名   称 位    置 
文化財研究所総務部 奈良県奈良市 
東京文化財研究所 東京都台東区 
奈良文化財研究所 奈良県奈良市 

 
  （職制） 
第三条   東京文化財研究所及び奈良文化財研究所に所長を置く。 
2 所長は理事長及び理事のうちから、理事長が命ずる。 
3 所長は研究所の事務を掌理する。 
 
第四条 部、課、室、国際文化財保存修復協力センター及び埋蔵文化財センターにはそれぞれ部長、課長、室長又はセ

ンター長を置く。 
2 飛鳥資料館に館長を置く。 
3 東京文化財研究所及び奈良文化財研究所に協力調整官を置く。 
4 奈良文化財研究所に文化財情報発信専門官及び宮跡整備指導専門官を置く。 
5 部長は、上司の命を受け、当該部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 
6 課長及び室長は、部長を補佐して、それぞれの課及び室の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。 
7 課には必要に応じ補佐を置くことができる。 
8 課長補佐は、課長を補佐する。 
9 係に係長を置く。 
10 係長は、課長又は課長補佐を補佐して当該係の事務を処理する。 
11 課には必要に応じて主任を置く。 
12 主任は、上司の命を受け課の事務のうち特定の事項を処理する。 
 
第四条の二 部（総務部及び管理部を除く）、国際文化財保存修復協力センター及び埋蔵文化財センターに主任研究官を

置くことができる。 
2 主任研究官は上司の命を受けて、専門的事項の調査研究について連絡調整し、及びその指導に当たる。 
  
第四条の三  課に専門員及び専門職員を置くことができる。 
2 専門員は、上司の命を受け高度の専門的知識を必要とする事務を処理する。  
3 専門職員は、上司の命を受け専門的知識を必要とする事務を処理する。 
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第二章   文化財研究所総務部 
  （文化財研究所総務部の事務） 
第五条  文化財研究所総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 
  一 独立行政法人通則法に定める事務に関すること。 
 二 文化財研究所の職員の人事に関すること。 
 三 機密に関すること。 
 四 役員の官印及び所印の保管に関すること。 
 五 文化財研究所の所掌に係る公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。 
 六 文化財研究所の所掌事務に関する連絡調整に関すること。 
 七 文化財研究所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 
 
  （文化財研究所総務部に置く課） 
第六条 総務部に総務課を置く。 
2 総務課は、前条に掲げる事務をつかさどる。 
 
第三章   東京文化財研究所 
  （東京文化財研究所に置く部等） 
第七条 東京文化財研究所に管理部、協力調整官、美術部、芸能部、保存科学部、修復技術部及び国際文化財保存修復

協力センターを置く。 
     
  （管理部の事務） 
第八条 管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。  
  一 東京文化財研究所の職員の人事に関すること。 
  二 東京文化財研究所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 
  三 機密に関すること。 
  四 所長の官印及び所印の保管に関すること。 
  五 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 
  六 東京文化財研究所の所掌事務に関する連絡調整に関すること。          
  七 東京文化財研究所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 
  八 国際協力、研究交流に係る企画及び立案に関すること。 
  九 研修及び国際研究集会の実施に関すること。 
  十 前各号に掲げるもののほか、東京文化財研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 
 
  （管理部に置く課） 
第九条 管理部に管理課を置く。 
2 管理課は前条に掲げる事務をつかさどる。 
 
  （協力調整官の所掌事務）    
第十条  協力調整官は、次に掲げる事務をつかさどる。 
  一 文化財の所有者からの保存修復に係る科学的調査研究についての依頼の調整及び成果のとりまとめを行うこと。 
  二 各研究部における文化財情報の管理の統括を行うこと。 
 
  （協力調整官の下に置く室）    
第十一条 協力調整官の下に情報調整室を置く。 
2 情報調整室においては、各研究部の文化財に関する研究情報の運用・管理及びコンピュータのシステム管理を行う。 
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  （美術部の所掌事務） 
第十二条 美術部は、次に掲げる事務をつかさどる。 
  一 美術に関する調査及び研究を行うこと。 
  二 前号の調査及び研究に基づく資料の作成並びにその公表を行うこと。 
 
  （美術部に置く室） 
第十三条 美術部に日本東洋美術研究室、黒田記念近代現代美術研究室及び広領域研究室を置く。 
2 日本東洋美術研究室は、前条各号に掲げる事務のうち、日本、東洋の古代、中世、近世美術に関するものをつかさ

どる。 
3 黒田記念近代現代美術研究室は、前条各号に掲げる事務のうち、日本、東洋の近代、現代及び西洋美術に関するも

の並びに黒田記念館に関する事務をつかさどる。 
4 広領域研究室は、前条各号に掲げる事務のうち、日本、東洋美術に関して人文、自然科学にわたる広領域に関する

ものをつかさどる。 
 
  （芸能部の所掌事務） 
第十四条 芸能部は、次に掲げる事務をつかさどる。  
  一 我が国の芸能及びその保存に関する調査及び研究を行うこと。 
  二 前号の調査及び研究に基づく資料の作成並びにその公表を行うこと。 
 
  （芸能部に置く室） 
第十五条 芸能部に演劇研究室、音楽舞踊研究室及び民俗芸能研究室を置く。 
2 演劇研究室は、前条各号に掲げる事務のうち、演劇に関するものをつかさどる。 
3 音楽舞踊研究室は、前条各号に掲げる事務のうち、音楽及び舞踊に関するものをつかさどる。 
4 民俗芸能研究室は、前条各号に掲げる事務のうち、民俗芸能に関するものをつかさどる。 
 
  （保存科学部の所掌事務） 
第十六条 保存科学部は、次に掲げる事務をつかさどる。 
 一 文化財の保存に関する科学的な調査及び研究を行うこと（国際文化財保存修復協力センターの所掌に属するもの

を除く。）。 
  二 前号の調査及び研究に基づく資料の作成並びにその公表を行うこと。 
 
  （保存科学部に置く室） 
第十七条 保存科学部に化学研究室、物理研究室及び生物科学研究室を置く。 
2 化学研究室は、前条各号に掲げる事務のうち、化学的な調査及び研究に関するものをつかさどる。 
3 物理研究室は、前条各号に掲げる事務のうち、物理学的な調査及び研究に関するものをつかさどる。 
4 生物科学研究室は、前条各号に掲げる事務のうち、生物学的な調査及び研究に関するものをつかさどる。 
 
  （修復技術部の所掌事務） 
第十八条 修復技術部は、次に掲げる事務をつかさどる。 
  一 文化財の修復に関する科学的な調査及び研究並びに文化財の修復のための技術に関する調査及び研究を行うこと

（国際文化財保存修復協力センターの所掌に関するものを除く）。 
  二 前号の調査及び研究に基づく資料の作成並びにその公表を行うこと。 
 
  （修復技術部に置く室） 
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第十九条 修復技術部に修復材料研究室、伝統技術研究室及び応用技術研究室を置く。 
2 修復材料研究室は、前条各号に掲げる事務のうち、文化財の修復に関わる新材料、伝統材料に関するものをつかさ

どる。 
3 伝統技術研究室は、前条各号に掲げる事務のうち、絵画、工芸品、建築など伝統的技法が基本となる修復に関する

ものをつかさどる。 
4 応用技術研究室は、前条各号に掲げる事務のうち、新材料及び新技術を応用した修復方法に関するものをつかさど

る。 
 
  （国際文化財保存修復協力センターの所掌事務） 
第二十条 国際文化財保存修復協力センターは、次に掲げる事務をつかさどる。 
  一  文化財の保存及び修復に係る国際協力を行うこと。 
  二 前号の事務に関する調査及び研究を行うこと。 
  三 前号の調査及び研究に基づく資料の作成並びにその公表を行うこと。 
  四 第一号の事務に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。 
 
 （国際文化財保存修復協力センターに置く室） 
第二十一条 国際文化財保存協力センターに企画情報研究室、保存計画研究室及び地域環境研究室を置く。 
2 企画情報研究室は、前条各号に掲げる事務のうち、文化財研究所が行う国際交流・協力等の専門的事項についての

連絡調整、企画及び実施に関するもの並びに国際社会における文化財に関する理念、法理論、条約・規約・憲章・指

針等諸外国の法制度、保護の状況及び文化財と政治、宗教、民族との関わりに関するものをつかさどる。 
3 保存計画研究室は、前条各号に掲げる事務のうち、世界各国・地域の文化財の保存、整備、修景計画及び活用計画

並びに地域開発及び観光開発と文化財の関わりに関するものをつかさどる。 
4 地域環境研究室は、前条各号に掲げる事務のうち、世界各国・地域の文化財の保存に関わる自然環境、歴史的・人

文的環境及び経済的環境に関するものをつかさどる。 
 
  （共通事務） 
第二十二条 美術部、芸能部、保存科学部、修復技術部、国際文化財保存修復協力センター及び協力調整官並びにこれ

らに置かれる室は、第六条から前条までに掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。 
  一 その所掌事務に関し、地方公共団体並びに文化財に関する調査及び研究を行う研究所その他これに類する施設（以

下「地方公共団体等」という。）の職員に対する研修を行うこと。 
  二 その所掌事務に関し、地方公共団体等に対し、援助及び助言を行うこと。 
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